
 

 

国 海 安 第 3 3 号 

令和 7 年５月 30 日   

  
 
別紙 関係団体担当理事等 殿 

 
 

国土交通省海事局安全政策課長     
                     （ 公 印 省 略 ）          

 
 

船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の 

公布について（通知） 

 

 

船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示が令和７年５月 30日に公

布されましたので、よろしくお取り計らい頂きますようお願い致します。 
 また、関係各位への周知方お取り計らい頂きますようお願い致します。 
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令 和 ７ 年 ５ 月 

海 事 局 

安 全 政 策 課 

 

船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示を 
制定する告示について 

 

１．背景 

 船舶安全法施行規則（昭和38年運輸省令第41号）第４条の２において無線電信

等の設置の適用除外となる対象船舶を定めている。平水区域及び沿海区域等を航

行する船舶の航海の態様に鑑み、船舶安全法施行規則を別途改正し、当該対象船

舶の範囲を合理化することを予定しているところ、あわせて、船舶安全法施行規

則第四条の二第三号の船舶を定める告示を制定し、当該対象船舶の範囲の詳細に

ついて定める必要がある。 

 

２．概要 

○ 沿岸海域を航行する船舶の航海の態様に鑑み、無線電信等の設置の適用除外と

なる対象船舶の詳細については、以下のとおりとする。 

（１） 沿海区域を航行区域とする長さ 12 メートル未満の船舶（①及び②に掲げ

るものを除く。） 

① 旅客船 

② 旅客定員を有する船舶であって、海上運送法（昭和24年法律第187号）

第 23 条の２に規定する旅客運送船舶運航事業の用に供するもの（①に掲

げるものを除く。） 

（２） 沿海区域を航行区域とする長さ 12 メートル以上の沿岸小型船舶（小型船

舶安全規則（昭和 49年運輸省令第 36号）第２条第３項の沿岸小型船舶をい

う。）（（１）①及び②に掲げるものを除く。） 

（３） 沿海区域を航行区域とする長さ 12 メートル以上の二時間限定沿海船（船

舶設備規程（昭和９年逓信省令第６号）第２条第３項の二時間限定沿海船

をいう。）（（１）①及び②に掲げるものを除く。） 

（４） 平水区域を航行区域とする船舶（湖川港内の水域のみを航行する船舶並

びに（１）①及び②に掲げるものを除く。） 

（５） 湖川港内の水域（琵琶湖を航行する船舶（（１）①及び②に掲げるもの

に限る。）を除く。）のみを航行する船舶 

（６） （１）から（５）に掲げる船舶以外の小型兼用船（船舶安全法施行規則

第１条第５項に規定する小型兼用船をいう。（１）①及び②に掲げるもの

を除く。）であって、次に掲げる要件に該当するもの 

① 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら

本邦の海岸から 100 海里以内の水域であること。 

② ①に掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げ

る船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。 

（ⅰ） 長さ 12 メートル未満の船舶 沿海区域 

（ⅱ） 長さ12メートル以上の船舶 平水区域、沿海区域のうち本州、北



海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区

域に接するものの各海岸から５海里以内の水域又は沿海区域のうち

平水区域から当該船舶の最強速力で２時間以内に往復できる区域 

 

 

３．今後のスケジュール 

 公 布：５月３０日（金） 

 施 行：６月 １日（日） 

 


